	※ 添付書類チェックリスト（店舗販売業）
	申　請　者
	保
健
所
チェック欄

	
	この申請書に添付
	既に提出済み
	添付を
要しない
	

	一
	その店舗の平面図
	□
	□
	
	□

	二
	法第二十八条第一項の規定によりその店舗をその指定する者に実地に管理させる場合にあつては、その指定する者の氏名及び住所を記載した書類
	□
	□
	□
	□

	三
	法第二十六条第一項の許可を受けようとする者及び前号の者以外にその店舗において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者（法第四条第五項第二号に規定する登録販売者をいう。以下同じ。）を置く場合にあつては、その薬剤師又は登録販売者の氏名及び住所を記載した書類
	□
	□
	□
	□

	四
	その店舗において販売し、又は授与する医薬品の要指導医薬品及び一般用医薬品の次に掲げる区分を記載した書類
一-1　要指導医薬品（特定要指導医薬品を除く。）
一-2　特定要指導医薬品
二　第一類医薬品
三　指定第二類医薬品
四　第二類医薬品（指定第二類医薬品を除く。）
五　第三類医薬品
	□
	□
	
	□

	五
	その店舗においてその店舗以外の場所にいる者に対して一般用医薬品を販売し、又は授与する場合にあつては、その者との間の通信手段その他の次に掲げる事項を記載した書類
一　特定販売を行う際に使用する通信手段
二　次のイからホまでに掲げる特定販売を行う医薬品の区分
イ　要指導医薬品（特定要指導医薬品を除く。）
ロ　第一類医薬品
ハ　指定第二類医薬品
二　第二類医薬品
ホ　第三類医薬品
三　特定販売を行う時間及び営業時間のうち特定販売のみを行う時間がある場合はその時間
四　特定販売を行うことについての広告に、法第二十六条第二項の申請書に記載する店舗の名称と異なる名称を表示するときは、その名称
五　特定販売を行うことについてインターネットを利用して広告をするときは、主たるホームページアドレス及び主たるホームページの構成の概要
六　市長が特定販売の実施方法に関する適切な監督を行うために必要な次に掲げる設備の概要（その店舗の営業時間のうち特定販売のみを行う時間がある場合に限る。）
イ　映像を撮影するためのデジタルカメラ等
ロ　撮影した映像を電子メールで送信するためのパソコン等
	□
	□
	□
	□

	六
	法人にあつては、登記事項証明書
	□
	□
	□
	□

	七
	店舗管理者（法第二十八条第一項の規定によりその店舗を実地に管理する店舗販売業者を含む。次号を除き、以下同じ。）の週当たり勤務時間数並びに薬剤師名簿の登録番号及び登録年月日又は販売従事登録の登録番号及び登録年月日を記載した書類
	□
	□
	
	□

	八
	法第二十八条第一項の規定により店舗管理者を指定してその店舗を実地に管理させる場合にあつては、その店舗管理者の雇用契約書の写しその他申請者のその店舗管理者に対する使用関係を証する書類
	□
	□
	□
	□

	九
	店舗管理者以外にその店舗において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者を置く場合にあつては、その薬剤師又は登録販売者の別、週当たり勤務時間数並びに薬剤師名簿の登録番号及び登録年月日又は販売従事登録の登録番号及び登録年月日を記載した書類
	□
	□
	□
	□

	十
	店舗管理者以外にその店舗において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者を置く場合にあつては、その薬剤師又は登録販売者の雇用契約書の写しその他申請者のその薬剤師又は登録販売者に対する使用関係を証する書類
	□
	□
	□
	□

	十一
	その店舗において店舗販売業以外の医薬品の販売業その他の業務を併せ行う場合にあつては、その業務の種類を記載した書類
	□
	□
	□
	□

	十二
	申請者（申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員。以下この号において同じ。）が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、当該申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書
	□
	□
	□
	□

	十三
	その店舗管理者が薬剤師法 （昭和三十五年法律第百四十六号）第八条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令（以下「再教育研修命令」という。）を受けた者であるときは、同条第三項の再教育研修修了登録証の写し（原本を提示すること。）
	□
	□
	□
	□

	十四
	店舗管理者が登録販売者であるときは、実務又は業務経験を証明する書類
	□
	□
	□
	□

	
注１：　申請者は、添付書類の添付状況について申請者欄の□を「黒く塗りつぶすか」又
は「レ」によりチェックしてください。
注２：　申請の際に医薬品医療機器等法又は毒物劇物取締法の法の規定に関する手続きで既に甲府市長に提出された書類は省略が認められます。当該申請書の備考欄に「添付書類の省略」と記載し、「〇〇の書類（省略する書類の名称）は、××年×月×日付けの〇〇申請書（提出年月日、省略する書類が添付されている申請書の名称）に添付し、提出済み」と記載してください。



